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はじめに

イタリア出身の御雇い外国人エドアル
ド・キヨッソーネは、明治天皇の肖像画を
描き、それが丸木利陽によって写真撮影さ
れた御真影になったことで著名な人物であ
る。キヨッソーネはそのほかに神功皇后
像（以下、キヨッソーネ神功皇后像と称す）
を描き、起業公債・切手・紙幣などに用い
られている。ここでは、その中で最も早い
時期に具体案が提出され（１）、1878（明治
11）年に原版が完成した「改造紙幣（以下、
神功皇后札）」【図 1】を考察の対象として
いる。

先行研究では、これまでに「国家の顔」
である紙幣に神功皇后が選ばれた理由につ
いて、「三韓征伐」イデオロギーを下敷き
とした「朝鮮半島に対する侵略意識の現れ」
（２）「対外戦争における戦争プロパガンダ」（３）

であり「国権拡張のシンボル」（４）「近代日
本帝国のアレゴリー」（５）「男尊女卑思想ゆ
えに選ばれた明治天皇の代理表象」（６）と
して解釈してきた。その一方で、キヨッソー
ネ神功皇后像は、描かれた身体や面差しが、
それまで制作・流通していた絵馬や絵巻物
などに登場する戦闘的な神功皇后イメージ
と重ならないことから、上述の解釈につい
て異論が唱えられてきた（７）。

キヨッソーネに関する研究には多くの蓄
積がある（８）。しかしながら、神功皇后札
が文明開化の象徴として持て囃されたゲル
マン紙幣の後継としてデザインされたこと
を踏まえ、同年代の海外紙幣の流通事情に
ついて言及した上で、神功皇后札を発注し
た側である印刷局内部の事情を取り上げた
先行研究は、管見の限り、見当たらなかっ
た。紙幣が売買円滑化ツール以外にも政治
表象としての側面を持つ以上「様々な人と
場が織りなす権力の網目の中で、何らかの
意図を持って構築され受容される社会的存
在」（９）として、制作者であるキヨッソー
ネのみならず、神功皇后札を構想し制作を
依頼した印刷局局長・得能良介【図 2】に
ついても、その人柄や立場・思想、当時の
時代背景などを考慮して、神功皇后札なら
びにキヨッソーネ神功皇后像の再解釈を行

陣内 恵梨

文明開化のシンボルとしての神功皇后札
印刷局局長・得能良介、世界への挑戦

【図１　改造紙幣・神功皇后札　壱圓　1881 年発行】
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う必要があるので
はないか。

そこで、本論文
では、依頼主に該
当 す る 印 刷 局 局
長・得能良介の経
歴や思想、功績な
ど を ま と め た 上
で、明治日本の貨

幣経済において神功皇后札がどのような立
ち位置を占めるのかについて、また、1877

（明治 10）年以降の肖像をめぐる言説から
読み取れる情報の整理を試みる。その上で

「かくて、発行せられし紙幣は、実に君（得
能良介）が一生の心血を注ぎたる熱誠の結
晶なり」（10）と語られるほどの逸品にキヨッ
ソーネ神功皇后像が登場した理由と同時代
の海外紙幣事情を関連させ、神功皇后札が

「三韓征伐」イデオロギーを体現するべく
制作された視覚イメージであったのかを問
いつつ、その政治的な表象の内実を明らか
にすることを目的としている。

第一章　印刷局初代長官・得能良介

ここでは、日本の製紙事業や印刷事業の
分野において多大な貢献をなし、紙幣国産
化に向けて尽力した人物であり、神功皇后
札を自らの最高傑作であると述懐した印刷
局初代長官・得能良介の経歴・交友関係、
そして人柄について『得能良介君傳』の記
述を中心に取りまとめた。この『得能良介
君傳』は、得能の死後に、初代長官である
得能の事跡を顕彰するために印刷局によっ
て発行されたものであり、得能の部下や上

司たちによる得能評の他、薩摩藩時代から
の得能良介の生涯の業績を取りまとめてお
り、過大な評価はあるものの信頼に足る資
料である。

1. 得能良介の経歴

得能良介は 1825（文政 8）年生まれの薩
摩藩士であり、島津斉彬・島津久光の側近
として活躍した。薩摩藩においては大久保
利通・西郷隆盛らに並ぶ明治維新の影の功
労者であったが、表立たず、維新後しばら
くは郷里で隠遁生活を送っていたものの、
大久保の誘いを受けて、明治政府の一員と
なる。

1870（明治 3）年 4 月、大久保利通の推
挙で民部大丞に任じられ、同年 11 月大蔵
省権大丞となる。1871（明治 4）年 7 月に
出納正、8 月に出納頭となり国家出納を掌
握したが、1872（明治 5）年 5 月、出納帳
簿の様式改正をめぐり渋沢栄一と衝突、庁
内で暴力を振るった咎で一度免官される。
同年 8 月には司法省に採用され、権大検事・
司法少丞を歴任、1875（明治 7）年 1 月に
大蔵省に復帰して、紙幣頭に就任した。そ
して、組織改正により、1877（明治 10）年
1 月に紙幣局長、同年の 12 月からは印刷局
長として、1883（明治 16）年に 59 歳で印
刷局官舎にて死去するまで、一貫して印刷
局の創業に携わり続けた。

紙幣・証書・印紙・文書などの印刷業務、
工場経営規則などの制定、外国人傭聘によ
る技術者の養成、印刷・抄紙工場の建設な
どを推し進め、優秀な国産紙幣の製造およ
び紙幣贋造防止のために尽力した。また、

【図２　得能良介肖像写真】
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日本で初めて女工が官営工場で働くことを
許可した人物としても語られている。印刷
局の主要事業は紙幣の製造に携わる印刷工
場であったものの、それ以外にも幅広い事
業に手を伸ばしていた。御雇い外国人たち
から貪欲に知識を吸収し、一見したところ、
紙幣製造には関わりのない分野（石鹸・の
り、塗料から化学薬品）に至るまで、様々
なジャンルに手を伸ばして、明治日本の工
業発展に貢献した。得能は、ややワンマン
の気質が強かったものの、部下の上申をよ
く聞き届け、人情に厚く面倒見のいい人物
であったため、広く職員たちの信望を集め
ていたと記録には残されている。

2. 得能良介の交友関係

得能は大久保利通の説得と推薦を受けて
明治政府の一員となり、大久保に働きかけ
て朝議の席で紙幣の肖像の案件について場
を設けられ、西南戦争勃発の知らせが東京
にまで届いた当日に得能のために大久保が
時間を割いて直接報告を受けていたなどの
逸話が残されているように、二人は非常に
親しい間柄であった。大久保の後継にあた
る大蔵卿・大隈重信や松方正義も、得能良
介に敬意を払っており、印刷局に関わる一
切を得能に一任していたことを語ってい
る。彼らはそれぞれ得能が職務に忠実で私
欲をかけらも見せない人柄であったことを
高く評価し、得能が何かを依頼してきた時
には「得能さんのいうことだから」と反対
することなく、その頼みを聞いていたこと
を『得能良介君傳』にて明かしている。

上述の通り、大久保をはじめに、大隈や

松方正義をはじめとする政府高官たちが一
貫して、紙幣の発案やその製造に関わる事
柄を得能の裁量に任せていた。得能良介本
人もワンマン気質であったことから、神功
皇后札とは印刷局局長であった得能良介の
意向が強く働いていた代物であったと推測
できる。

3. 得能良介の言動と人柄

紙幣の製造について、日本の技術が未熟
なばかりに海外に委託していることを慨嘆
し、このまま海外委託を続けることの危険
性を憂いていたとの発言が得能の業績を記
した書籍には度々登場しているように（11）、
欧米列強に対して強い対抗意識を持ち合わ
せた人物であった。印刷機械を購入した際
に日本人の誰もがその設置方法を知らな
かったがために、外国人を高額で雇い入れ
て教授することが検討されていたが、得能
の指示で日本人の手だけでやり遂げさせた
（12）。常に「どのようなものであれ、人工製
品である以上は、人の手で作れるものであ
る」と宣言していたこと（13）、西洋文明に
対するコンプレックスから舶来品であるな
らば何であれ上質であると見なされていた
時期に、和紙の丈夫さに着目して日本の製
紙技術を紙幣に用いることを敢行させたこ
となどが（14）、その例として挙げられている。

1874（明治 7）年の着任から、得能の大
望は「政府をして再び紙幣の製造を外国に
注文せしめず」であり、着任以後の彼の奮
闘はその一点に収束していると評しても過
言ではなかった。1877（明治 10）年になる
までに、郵便切手や地券・金禄公債証書な
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どの優れた国産印刷の実例を世に示し「慥
に外国製に劣らざる紙幣を製造し得る十分
の自信を得るに」（15）至ったという記述は、
この頃には日本の印刷技術が海外にも引け
を取らないレベルにまで引き上げられたこ
とを示す証言であったと読み取れる。この
他、アーネスト・フェノロサの活動以前か
ら、国内から次々と名品と称される美術品
や工芸品が流出していく状況を憂えたキ
ヨッソーネの提言を受け、1879（明治 12）
年に、国内の残されている古美術の詳細な
記録を後世に伝えるための一大プロジェク
トを敢行し、その成果としてフルカラー印
刷の画集『国華余芳』を出版している。　

こうした記述から、得能良介が一度決め
た物事に対して、有言実行を貫く気質であ
り、妥協を良しとしない気性であったこと、
その行動力・実行力、紙幣国産化にかける
情熱と執念が並大抵の代物ではなかったこ
とが伺える。であれば、そのような人物が
最初から妥協ありきで神功皇后を明治天皇
の代理表象として選ぶのだろうか。また、
彼の日常における些細なことまで『得能良
介君傳』に記録されていたのに対し、上記
に関する得能の言動や奮闘を物語るような
逸話や明治天皇の肖像を紙幣に使用できな
かったことへの心残りなどは管見の限り確
認できなかった。そのため、得能自身とし
ては当初の予定通りに神功皇后の肖像を紙
幣に用いることに躊躇がなかったので、後
述する工場建築時に代表される熱意あふれ
る言動が紙幣肖像に関する一件で見られな
かったのではないかと考えられる。

第二章　神功皇后札発行に至るまでの

経緯

本章では、日本貨幣経済の抱えていた問
題を取り上げ、国産化紙幣の必要性がどの
ような文脈で語られ、幕藩体制と明治近代
国家を区別化する際に紙幣の果たした役割
について紹介した上で、神功皇后札が実際
に発行されるまでにどのような言説が取り
交わされたのかについて取りまとめてみ
た。

1. 神功皇后札流通に至るまでの流れ

幕藩時代の貨幣は明治政府樹立後も依然
として流通していたのだが、そこに太政官
札をはじめとする明治政府が発行した通貨
が戦費調達のために大量に投じられた結
果、日本の貨幣経済はさらに乱雑化して
いった。そんな日本経済の混乱に拍車をか
けたのが、全国共通貨幣であった官札を
ターゲットとする国内外を問わない偽造通
貨の横行である。したがって、明治の新政
府には旧来の悪印象を払拭するだけの高水
準の印刷技術が用いられた信用のおける紙
幣を発行することが必然的に求められてい
くようになる。そうした現状を打破するた
めに伊藤博文の発案によって 1871（明治 4）
年に設立されたのが、後年の印刷局の源流
となる「紙幣司（紙幣寮）」であった。と
はいえ、設立当初の紙幣寮の主な役割は下
記の通りである。

本寮は紙幣公債証書書類を発行するの
順序及之を償還するの方法を審かにし
紙幣流通の状況を調査し新旧紙幣交換
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の事務及既に発行せる公債証書を買収
し其額を現札し其利息を支弁し証券発
行会社の検査及証券の偽造予防敗毀紙
幣の焼却等に関する一切の事務を掌握
せり（16） 

ここにあるように既に発行された流通紙
幣や公債証書の管理、調査などが業務の対
象であって、製造・発行などは、紙幣寮の
管轄外であった。そのため、1868（明治元）
年から 1871（明治 4）年にかけての期間に
紙幣寮を通すことなく、ドイツのドンドル
フ・ナウマン社には「新紙幣（俗称・ゲル
マン紙幣）」が、アメリカのコンチネンタル・
バンクノート社には「銀行紙幣（俗称・ア
メリカ札）」が、それぞれ紙幣寮を経由せ
ずに発注されている。

1872（明治 5）年に、待望の新紙幣とな
るゲルマン紙幣が全国共通貨幣として流通
を開始した。この紙幣は黄ばんだ藩札に代
表されるような旧式の紙幣とは外見からし
て明らかに異なっていた。これまでに見た
ことのない鮮やかな色彩と精緻な紋様の見
事さに、目にした人々は揃って感嘆の声を
あげ、文明開化の象徴として持て囃したと
伝えられている。つまり、この時期の紙幣
とは、新しい時代の幕開けを予感させる目
に見える近代化の象徴であったのだ。

こうして、海外に製造を受託することで
紙幣の贋札対策はひとまず決着が着いたも
のの、紙幣の製造を他国へ依存することは
発注に莫大なコストがかかるほか、至急の
用事に対応できないといったデメリットが
存在していた。加えて、外国の印刷会社に
紙幣の製造を依頼し続けることは、贋札防

止を目的とする機密保持の点において不安
が生じ、紙幣発行を海外に依存するしかな
い有り様は、明治政府の目標とする近代的
な独立国家として相応しくないものと考え
られ、徐々に国内でも国産化紙幣を求める
気運が高まっていった。1873（明治 6）年
まで、紙幣製造に関する明治政府内の意見
は、このまま海外受託をよしとする派、国
内で紙幣を製造するべきであると主張する
派に分かれていたが、1874（明治７）年に
薩摩藩出身の得能良介が紙幣頭に就任した
ことによって新たな展開を迎える。

紙幣頭に就任した得能良介は紙幣製造に
関わる一切を一任される権利を申し出て受
諾されて以降、紙幣国産化を目指して、キ
ヨッソーネを含む近代印刷技術に精通した
技術者たちを海外から次々と招聘していっ
た。得能良介は 1 月に紙幣頭に就任するや
否や、多額の出費に渋る政府首脳陣を説き
伏せて、近代的な印刷機械の購入を政府に
認めさせ、5 月には「紙幣工場案」を作成
し、「紙幣工場建設の儀」の上申書を提出
している。政府は諸事情により（17）、得能
の主張する西洋諸国の印刷工場に倣った近
代的な工場設備の建設に対して消極的だっ
た。だが、得能良介が新工場の完成に向け
て何度も意見書を提出し、紙幣国産化の必
要性を各方面に説き続けた結果、同年の 12
月に「新工場建設の儀」は認可されるに至っ
た。1875（明治 8）年 5 月には紙幣国産化
の要となる印刷工場の建設が開始し、翌年
の 10 月、アジア初となる近代印刷技術の
粋を集めた新工場【図 3】が完成した。こ
の新工場は２階建の総煉瓦造りのルネサン
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ス様式の建物であり、当時の東京名所の一
つとして人気を博している。

1877（明治 10）年、紙幣寮から「印刷局」
へと改称し、現業官庁として得能良介率い
る印刷局の面々がゲルマン紙幣に代わる日
本初の国産紙幣（のちの神功皇后札）の製
造に取り掛かろうとした矢先、西南戦争が
勃発した。そのため、1878（明治 11）年の
2 月 17 日にすでに改造紙幣の図案に関する
具体案が提出されていたにもかかわらず、
製造は延期される他なかった。西南戦争へ
の巨額の軍事費用を賄うために多額の紙幣
の増刷が必要とされながらも、国産紙幣の
製造計画は着々と進められ、同年の 10 月
に神功皇后札・一円原版が完成した。その
後、五円・十円原版も完成し、ゲルマン紙
幣と交換できるだけの必要量分の印刷を済
ませ、1881（明治 14）年 2 月に流通量の多
い一円券から通用を開始していくのである
（18）。

2. 肖像採択に至るまでの道のり

紙幣肖像に神功皇后の肖像が用いるか否
かについて、当時の人々はどのような認識
であったのか。ここでは、1877（明治 10）

年 2 月 17 日の上申文「紙幣改
造方法ノ儀ニ付伺」を最初に取
り上げる。そこから時系列順
に『大久保利通書簡』における
1878（明治 11）年 2 月 8 日の
得能良介宛の書簡と『明治天皇
記』の記述を参照し、最後に制
作者であるキヨッソーネと依頼
主である得能良介の見解の相違

について言及する。

かねて購集の外国諸紙幣等を参考に、
もっぱら贋造予防の方法を設け、別記
の通り製造方法を取調べたが、彫刻の
面で贋造予防上第一の要法は、写真彫
刻に勝るものはなく、それ故外国の紙
幣は、多くは国王の写真を彫込んであ
る。よってこの際折角改造しても、第
一の要法たる写真が欠けては、防贋の
術も十分ではないので、雛形の表面右
方にある楕円の中に写真を彫刻したい
のであるが、適当なものがない。しか
るに皇国貨幣の濫觴は、上古のこと故
はっきりとは分からぬが、日本紀中に
神功皇后摂政の時に三韓から金銀を貢
納するという明文もあるので、古書に
より古尊影を想像模写し、防贋の秘法
を設け置きたいので、以上の次第を太
政官へ上申願い度い（19）

紙幣局の最高責任者・得能良助紙幣頭に
よる上申文によれば、紙幣局では海外で発
行された紙幣を収集して調査した結果、贋
札予防として海外では国家元首の写真を参
考に肖像を彫ることが効果的だと判明した

【図３　歌川広重《東京名所常磐橋内紙幣寮新建之図》 1877 年　貨幣博物館所蔵】
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が、明治天皇の写真として相応しい物がな
いため、朝鮮半島より金銀を献上された神
功皇后の肖像画を使用するとまとめてい
る。その上申の後、大久保利通は得能へ以
下の内容の書簡を送っている（20）。

紙幣面御寫眞のこと不採用の旨を通し
たるものなり（21）。
当時紙幣改造に際せるを以て印刷局長
たりし得能は新造紙幣に聖上の御写真
を掲載し奉らんことを利通に協る依り
て利通は是日閣僚に談せしに岩倉大
臣・大隈大蔵卿同意せさりしかは他に
考慮すへき旨を告けたるなり。

得能良介は親しい間柄であった大久保利
通の政治的な影響力を頼って（22）、閣僚会
議の折に新しく製造される紙幣（改造紙幣、
ひいては神功皇后札を指す）に明治天皇の
写真を用いることを提案してもらったが
（23）、岩倉具視や大隈重信の同意を得られな
かった。この時「ロシア帝国でも皇帝の写
真が通貨にない」と反対されたが、ロシア
帝国は 1866（慶応 2）年から、紙幣に歴代
皇帝の肖像を用いていた。ただし、その対
象となっていたのは、初代ツァーリ・ピョー
トル 1 世やエカチェリーナ 2 世といった国
民的に人気の高い皇帝ばかりである。その
ため、大隈重信が「在位中の皇帝の写真が、
紙幣に使われていない」と反論した可能性
はあるが、1866（慶応 2）年から 76（明治 9）
年までの期間に、50 ルーブル紙幣【図 4】に、
アクレキサンドロス 2 世の肖像画が紙幣を
飾っているので正確な情報ではない（24）。そ
のため、大隈の発言は硬貨の肖像の一件か

らも伺えるように天皇の肖像を通貨に用い
たくない政府側の拒否反応だと考えるべき
である（25）。

神武天皇の画像を示したまひ、今次紙
幣を改造するに方り、大隈重信大蔵卿
是の聖影を紙幣に印刷せんことを奏し
て曰く、紙幣は貴重なり、故に西洋諸
国の例皆其の帝王の肖像を紙幣に現出
せり、方今我が国紙幣の価位低落して
止まらざるは、人民其の貴重なる所以
を知らざるに因る、故に此の神武天皇
聖影を現はして其の弊を救ふの一助と
為さんとすと（26）

大久保利通の書簡によれば、大隈重信は
明治天皇の肖像画を通貨へと用いること
について反対の立場をとっていた。だが、
1880（明治 13）年の上奏では、初代天皇で
ある神武天皇の肖像画を紙幣に載せること
を提案している。この上奏は儒学者・元田
永孚によって棄却されるが、この時に永孚
は神功皇后の尊影を（紙幣に）印刷するこ
とは 1877（明治 10）年に決定され、すで
に印刷を済ませたものがあるため良いと述
べている。

【図４　50 ルーブル紙幣　1866 年】
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実際、神功皇后札一円券の原版は 1878（明
治 11）年の段階で完成し、一年前の 1879

（明治 12）年から印刷を行なっている最中
であったが、仮に上申が受諾された場合、
どちらの天皇にせよ肖像画家としてキヨッ
ソーネが選ばれたであろうことは、当時の
キヨッソーネが印刷局の製造権を一手に掌
握していたことから疑いようがない。何よ
り、今日のキヨッソーネは明治年間の日本
近代紙幣のデザイナー・製作者である以上
に、1888（明治 21）年に制作された明治
天皇の御真影の作者として知られ「キヨッ
ソーネ自身が、明治天皇の肖像画を任され
ることを切望していた。そして、彼からそ
の機会を奪いかねない若手の日本画家に嫉
妬していた」というエピソードが残される
ほどであったことから、印刷局局長であっ
た得能良介よりも、キヨッソーネの方が天
皇の肖像を紙幣に登場させるべく熱心な働
きかけを行なっていたのではないかと推測
できる（27）。

であれば、西南戦争によって予定を延期
されることなく「紙幣改造方法ノ儀ニ付伺」
の内容が遂行された場合、アジア初となる
近代的な印刷工場よりゲルマン紙幣に代
わって発行されることになったであろう改
造紙幣に、明治天皇・神武天皇といった男
性天皇ではなく、女性皇族である神功皇后
の肖像を登場させることは、得能良介率い
る印刷局側にとっては何も問題なかったの
ではないか。

第三章　欧米諸国における国家の女性

寓意像

神功皇后札とは外国産のゲルマン紙幣を
凌駕して、新しい日本の文明開化の象徴と
なるべくしてデザインされた紙幣であった
と考えられる。であれば、肖像画には明治
天皇ではなく神功皇后が選ばれるに足る必
要性があったのだとすればどこに起因する
のか。そこで、同年代の欧米列強の紙幣に
はどのような図像が描かれ、それらがどの
ように神功皇后札と結びついたのかについ
て検討する。

1. モデルとなった紙幣の収集手段とそ

の時期　

明治初期に外国の紙幣をまとめて収集
し、最新の偽造防止手段を学ぶ最大の機会
は、1871（明治 4）年から 1873（明治 6）
年までに欧米諸国に派遣された岩倉使節団
にあったと考えられる。そして、使節団が
訪問したのは、アメリカ・イギリス・フラ
ンス・ベルギー・オランダ・ドイツ（旧プ
ロイセン）・ロシア・デンマーク・スウェー
デン・イタリア・オーストリア、そしてス
イスの 12 カ国であった。
『米欧回覧実記』では、使節団が上記 12

カ国の工業施設や文化施設を訪問した時の
記録を確認できるが、銀行や造幣局・紙幣
の印刷工場は必ず訪問先として使節団のス
ケジュールに組み込まれ、ひどく重要視さ
れていた。なお、硬貨ではなく紙幣に人物
の肖像を描くことが偽造防止に最適という
考えは、岩倉使節団がヨーロッパを訪問し
た時点に取り入れた、当時最新鋭のアイデ
アであった（28）。
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2. 西欧列強における紙幣の図案

そこで、世界の紙幣コレクター向けカタ
ログに掲載されている（29）、1870 年から 80
年までに発行された紙幣の紙幣を調査し
た。なお、スイス・オランダは紙幣を発行
しておらず、デンマーク・スウェーデンの
紙幣には人物像がなかったため、調査対象
から除外している。

このうち、男性の図案をメインに使用し
ていたのは、ドイツ・ロシア・アメリカの 3 ヶ
国の一部紙幣で、残り 5 ヶ国では天使や女
神、国家を象徴する動物とセットで男性像
が補助的に描かれていたことから、女性像
をメインに描く方が国際的にもスタンダー
ドな風潮であったと解る。この時、西欧列
強の中でも上位に位置付けられるイギリス
は女神ブリタニアを、フランスは女性寓意
像・マリアンヌを主要な貨幣デザインとし
て利用している。

しかしながら、この期間に特定の個人と
して紙幣に登場している女性はロシア帝政
時代の紙幣に描かれていたエカチェリーナ
2 世のみで、それ以外では、女神オースト
リア、ブリタニア、マリアンヌ、マザー・
ロシア、ゲルマニア、リタリアといった国
土の擬人像の他 、ギリシャ・ローマ神話
に登場するアテナ・セレス、豊穣・大地・
勝利の概念を体現する女性寓意像ばかりで
あった（31）。

3. 国家の寓意像

1 世紀の段階から、ローマ帝国の皇帝に
よって鋳造された貨幣に征服した土地や属
国を「裸体の女」（32）として表象する文化

があった。しかし、古代においては屈辱の
証であったはずの捕囚の女神は、18 世紀か
らのロマン主義の流行と合わせて列国の古
代ローマ的出自を証明し、植民地への優越
性を示す自国の表象へと変容していく（33）。
それこそ、共和国として再出発したフラン
スにおいてはフリギュア帽を被ったマリア
ンヌ（34）、独立当初のアメリカのような新
興国の場合であっても松明を掲げる自由の
女神（あるいはアメリカ大陸を擬人化した
女神コロンビア）として表現されたように、
国家の擬人像は新たな国民国家概念のシン
ボルとして創出され（35）、浸透していった
のである。　

複雑な現実を切り捨てて単純化された国
家表象が人々の帰属意識を高め、一致団結
させるのに有効な手段であることは、これ
までの図像研究の蓄積が証明してくれるが
（36）、無数に創造された国家シンボルの中で
も、紙幣に描かれた女性像は極めて人気の
ある表象であった。しかしながら、西洋文
明において国家シンボルとして女性寓意像
や国土の擬人像が受け入れられたのは、も
ともとローマ文化やキリスト教文化を通じ
て何らかの概念を表す寓意像とそれを理解
するための知識が図像学として体系化され
て、現地の人々の間で長らく共有されてい
たという背景があって成立したものであり
（37）、当然ながらそれをそのまま明治日本へ
と取り入れることは困難であった。

4. 女神・神功皇后の新生

世界的な規模での紙幣事情を鑑みた時、
ロマン主義の影響でラテン語読みの名前を
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持つ国家の擬人像たる女神たちが、欧米列
強の紙幣には華やかに登場していた。女神
像の載せられた紙幣は流通圏内で暮らす
人々の国家への帰属意識を深め、国民とし
て団結させるために用いられた。ただし、
硬貨の方が特定の個人を示す肖像を載せる
媒体として相応しい歴史と伝統を持ち、特
定の個人が登場する紙幣はアメリカ・ロシ
アだけに限定されていたため、印刷局なら
びに得能良介は存命の権力者よりも諸外国
の流行に倣って女神像を選ぶことにしたと
考えられる。

とはいえ、明治の日本にはギリシャ・ロー
マ神話の女神たちも、図像学の知識とそれ
を理解できるだけの下地も存在していな
かったため、西洋の伝統的なやり方を踏襲
しつつも応用する必要があった（38）。そこで、
記紀神話に登場する女性たちの中から、最
も知名度と人気が高く（39）、女神としても
信仰されていた神功皇后が「『仮面にせよ』

『保護色として』『せめて風俗だけでも』欧
風化、キリスト教化が必要」（40）としてい
た時期に前述の女性像に比肩する存在とし
て選出されたのだと考えられる。

し か し な が
ら、 起 業 公 債
に 描 か れ た キ
ヨ ッ ソ ー ネ 神
功 皇 后 像 か ら
も 伺 え る よ う
に、 い く ら 神
功 皇 后 と い う
人物自体が「三
韓 征 伐 」 を 想

起 さ せ る に せ
よ（41）、 あ ま り
にも非戦闘的な
ため従来の視覚
イメージと合致
しない。イギリ
スのブリタニア

【図 ５】は海洋
大国である証拠
としてトライデ
ン ト を 手 に し
（42）、盾を側
に置いた姿
で表現され、
ドイツのゲ
ルマニア【図 
６】 は カ ー
ル大帝の剣
を 携 え、 イ
タリアのリ
タ リ ア【 図 
７】（あるい
は ト ゥ リ ッ
タ ） に 至 っ
ては城塞冠に（43）、正義を象徴する天秤と
剣を手にしている。このように、女性寓意
像に武具を備えること自体は特段珍しいこ
とではなかったにもかかわらず、徹底的に
武装が排除された姿と女性的な身体の持ち
主を神功皇后と称して登場させた理由につ
いて考慮する必要がある。

そこで考えられるのが、男女を問わずに
異性装が禁止され、野蛮な行為とされた
1872（明治 5）年の違式詿違条例への配慮

【図５　女神ブリタニア　1877 年　

5 ポンド紙幣拡大図】

【図６　ゲルマニア　1910 年　
ドイツ 100 マルク紙幣】

【図７　レッジョ・ディ・カラブリア
のイタリア広場　リタリア彫像】
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である。前近代の特徴とも言える男女間の
区別の曖昧さを廃し、性別を転倒させる風
俗を禁止することは、近代国家における国
民意識養成の必要な条件の一つであった。
そこで、欧米列強に比肩する大日本帝国を
象徴するに相応しい紙幣には、外国人たち
の目に前近代的な印象を与えることのない
女性としての身体性を強調したキヨッソー
ネ神功皇后像が（44）、従来の神功皇后イメー
ジと隔絶させるべく新生したのだと考えら
れる。

おわりに

1878（明治 11）年に発行された起業公債
は日本経済・産業の立て直しを目的に富裕
層を対象に発行され、1881（明治 14）年に
神功皇后札が市場に出回るようになってか
ら、数十年後の 1904（明治 37）年に、ニュー
ヨークやロンドンで発売された軍事国債

【図 8】に再びキヨッソーネ神功皇后像が登
場し、日露戦争の資金源になっていたこと
に着目したい。国土や人口・資金面で劣る
明治日本が戦争を続けるためには、ロシア
帝国に敵対する諸外国からの資金援助は必
須であった。そして、日清戦争において「文
明国日本 VS 前近代的な未開国・野蛮国の
清」の構図が構築されたように、憲法も議
会もなく言論の自由もない皇帝による専制
国家であるロシア帝国が（45）、未開国・野
蛮国とされた一方、日本には憲法や議会が
あり（46）、非戦論がマスメディアを通して
発信される文明国であると主張する構図が
展開された（47）。さらに 2 年後、外国郵便
物を送る際などに利用されている高額紙幣

に再びキヨッソーネ神功皇后像が登場し、
一度は火災によって原版を消失した後も同
イメージを継承した新高額紙幣が 1924（大
正 13）年に発行され、1945 年の敗戦後に、
GHQ より追放処分を受けるまで使用され
続けている。

つまり、当時最新鋭の技術と国際的な流
行に則って製作された神功皇后札とキヨッ
ソーネ神功皇后像は、欧米列強に匹敵する
近代化を成し遂げた明治日本であることを
示す文明開化のシンボルとして機能したか
らこそ、キヨッソーネの没後も、日本の近
代化・国際化と密接に関連する印刷局刊行
物に引き続き登場していったのではない
か。こうした背景から、神功皇后札に代表
されるキヨッソーネ神功皇后像は、従来の
神功皇后に対する観念的な解釈に基づいて

「三韓征伐」イデオロギーを体現し、対外
戦争への野心を後押しすることを目的に制
作されたとするよりも、従来のイメージか
ら切り離された、欧米列強に比肩する文明
国日本の象徴として誕生した表象であった
と結論づけられる。その上で、キヨッソー
ネ神功皇后像が 1881 年から 1945 年に至る、

【図８　大日本帝国国庫債券　1904 年発行【筆者撮影】】
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64 年間に渡って使用されてきた意味や経
緯、また「三韓征伐」イデオロギーについ
て改めて考察することが次のテーマとして
考えられるのである。　
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